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6.8 ［日曜日］

第40回全日本壮年ソフトボール大会
徳島県予選 準優勝
　吉野川北岸ソフトボール場で行われた「第40回全日本壮年ソフト
ボール大会徳島県予選」で、本村の伊藤武弘さん、山川佳郎さん、梶
本佳史さんが所属する「WEED」が準優勝しました。
　WEEDは徳島県代表として9月13日㈯から鹿児島県南九州市で行わ
れる「全日本壮年大会」に出場します。ベストを尽くして頑張ってく
ださい！

5.10 ［土曜日］

祝！ 全国中学生ハンドボールクラブカップ2025 出場
　香川県で行われた「全国中学生ハンドボールクラブカップ2025四国予選」で、佐那河内中学校2年生の
日下葵さんが所属する「徳島ハンドボールクラブJr.Youth」（徳島県内の中学生で構成される女子ハンドボー
ルチーム）が見事優勝し、8月5日から岩手
県で行われる全国大会に出場します。日下
さんは、中学校入学後からハンドボールを
始め、現在はポスト（相手ディフェンスを
引きつけ、味方の攻撃をサポートする役割）
を務めているそうです。
　日下さんからは「勝利以外は見えてない
です！」と力強い決意の声をいただきました。
　全国大会での活躍を期待しています。

5.21 ［水曜日］

徳島県農業共済組合より農業経営収入保険料補助金に
対する感謝状が贈呈されました
　佐那河内村では、農業振興の一環として、農業者の収
入減少を幅広く補償する農業経営収入保険の加入者に
対して、令和７年度から保険料の一部を補助しています。
　この支援に対して、徳島県農業共済組合の安藝通彦組
合長理事から感謝状が贈呈されました。
　農業経営収入保険料補助金の詳細については産業環
境課までお問い合わせください。
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6.29 ［日曜日］

大川原草刈り作業へのご協力ありがとうございました
　本格的なあじさいの開花を迎え、公民館主催で大川原高原あじさい園の草刈り作業を行いました。当日
は公民館役員・運営委員のみなさまを始め、村民のみなさま、四電エンジニアリング㈱並びに㈱ユーラス
エナジーホールディングスのみなさまにもご参加をいただき、約60人での作業となりました。
　あじさい園は村の誇る観光地の一つとして、たくさんの人のご協力により整備されています。今回も大
変美しくなりました。暑い中ご協力いただき、ありがとうございました。

6.9 ［月曜日］

ハウスすだち立木審査会
　村農業振興協議会がハウスすだちの立木審査会を行
いました。
　当日は県やJA職員など、11人の審査員が村内の園
地９か所を回り、果実の成り、剪定、防除の3項目に
ついて審査を行いました。審査員からは、病害虫の広
がりも見られず、どのハウスもきれいに手入れできて
おり、果実の出来も良く、ハイレベルであったとの講
評がありました。審査結果は次のとおりです。

最優秀賞　市村 尚 さん
優 秀 賞　佐々木和男 さん ／ 安喜正道 さん

 6.22 ［日曜日］

第66回徳島県合唱祭に参加しました
　26団体が参加した第66回徳島県合唱祭があ
わぎんホールにて開催されました。佐那河内合
唱団は元佐那河内中学校音楽教諭の高橋裕美子
先生のご指導のもと、佐那河内中学校卒業生４
人の応援もあり、17人が参加しました。村内ピ
アニスト梶本美紗子さんによるピアノ伴奏のも
と「汽車ポッポ」「銀色の道」の２曲を歌いまし
た。今年度は男性１人、女性２人の団員も増え、
張り切っています。
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6.7 ［土曜日］- 6.22 ［日曜日］

徳島県中学校総合体育大会中部ブロック大会・
県中学校陸上競技大会
　今年も夏の陽射しの中で、全力を尽くす子どもたちのまなざしと熱い応
援が輝く季節がやってきました。
　中部ブロック大会および県中学校陸上競技大会が開催され、佐那河内中
学校からも多くの生徒が出場しました。ソフトテニス部はむつみセンター
コートで、卓球部はトモニアリーナで、陸上部は鳴門ポカリスエットスタ
ジアムで、佐那河内VCは南部中学校で、それぞれ熱戦を繰り広げました。
　特に３年生にとっては、３年間の努力の集大成となる大会です。仲間と
ともに練習を重ね、支えてくれた先生やご家族への感謝の思いを胸に、そ
れぞれの競技に全力で取り組みました。あたたかい声援が大きな力となり、
生徒一人ひとりの背中を押してくれました。
　ソフトテニス部では、団体３位の好成績をおさめ、個人戦では堺碧音さ
ん（２年）・堺数音さん（１年）ペアが見事優勝、中一子龍さん（２年）・
山上真広さん（２年）ペアがベスト８、佐那河内ＶＣはベスト４に入り、
それぞれ県総体への出場を決めました。
　勝敗以上に、生徒たちはこの大会を通して大きく成長しました。代表と
して県大会へ進む生徒たちも、仲間たちの思いを背負いながら、また新た
な目標に向かって挑戦を続けてくれることと思います。
　これからも地域のみなさまの温かい応援をよろしくお願いします。

6.13 ［金曜日］

小中合同遠足
　大阪・関西万博に行って楽しく活動してきました。中学生は、班ごとに
行動し、海外の人に積極的に声をかけ、佐那河内を紹介する姿も見られま
した。小学生は、スタンプカードを手に、さまざまなパビリオンや体験コー
ナーを回りました。最後は、大屋根リングの上から、景色を眺めました。
　万博ならではの最先端の技術や未来の社会を感じられる展示を体感し、
子どもたちにとって忘れられない思い出となりました。
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社会を明るくする運動
■ “社会を明るくする運動”とは？
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をし
た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明る
い地域社会を築くための全国的な運動です。令和７年で
75回目を迎えます。

■更生保護を支える人
　～たくさんの人たちが支援に関わっています～

保護司 保護観察を受けている人の更生を助ける面接や相談、就労支援などの立ち直り支援や、
地域住民への啓発活動、地域における犯罪予防活動を行います。

BBS会
様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自
身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地
域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。

更生保護
女性会

犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防
活動と犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活動を行うボランティア団体です。

協力雇用主 犯罪・非行歴のために仕事に就くことが容易でない人の事情を理解し、雇用することで立
ち直りを支援する民間の事業者です。全国で約25,000の事業所が協力しています。

佐那河内村では、保護司３人、更生保護女性会７人が活動しています。

お問い合わせ    ● 徳島保護観察所 電話：622-4359
　　　　　　　 ● 徳島地区更生保護サポートセンター 電話：625-6063

関東佐那河内
　佐那河内村では関東圏に在住してい
る村出身者が交流を深め、ふるさと佐
那河内村を応援してくださる関東佐那
河内がございます。
　関東佐那河内では村内のみなさまの
ご友人やご家族、ご親族で関東圏に在
住し、会員になっていただける人の情
報を募集しています。
　ぜひご紹介くださるようお願いいた
します。
　本年度総会は８月22日㈮に東京で開
催されます。

お問い合わせ ● 企画政策課　令和５年度総会の様子
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議会だより − 令和７年第２回（６月）定例会 −

　令和７年第２回定例会は、６月12日開会され、令和６年度各会計専決承認案件６件、補正予算案件
３件、条例案件４件、人事案件１件、契約案件１件、単行案件１件、報告案件１件、議員提出議案１件
の合わせて18件の審議を行い、原案どおり承認、可決、受理し、６月20日に閉会しました。

現在の取り組み�  
　状況・施政方針

佐那河内村長 岩城　福治

物価高騰対策
　５月23日付総務省の消費者
物価指数の発表によりますと、
４月の物価指数が１年前に比べ
3.6％の上昇となりました。
　依然として、物価高騰は継続
していることから、昨年度の
「５千円分の商品券」の配布に
引き続き、今年４月に「６千円
分の商品券」を配布しています。
　あわせて、昨年度の燃油価格
の高騰を受けて、「施設園芸の
燃油高騰に対する支援」も行っ
ています。
　また、施設園芸農家に対する
支援だけではなく、農業者全体
への支援として、収入減少リス
クに備える農業経営収入保険の
加入者に対して、本年度より、
保険料の10分の１を、さらに
認定農業者及び認定新規就農者
には、５分の１を補助していま
す。

村の医療体制の確保
　高樋保健センターを診療所と
して活用するため、「保健セン
ター内診療所改修設計業務」と
して設計を行っているところで
す。
　設計業務完了後には速やかに
改修工事の発注を進め、診療所

の早期開設をめざしていきます。

高齢者等の外出支援
　従来より、自ら自動車の運転
ができない高齢者等のみなさま
の外出支援策として、タクシー
運賃の助成を行っていました
が、４月から１回あたりの助成
限度額を２千円から３千円に引
き上げ、ご利用のみなさまの負
担を軽減し、社会参加が促進さ
れるように支援を行っています。

中央ヘリポートの運用開始
　中央運動公園グラウンド、大
川原高原ヘリポート、佐那河内
村役場ヘリポートに加え、４か
所目の「中央ヘリポート」の運
用を令和７年４月１日から開始
しました。
　なお、佐那河内村役場ヘリ
ポートは、災害など発生時にお
けるヘリポートとしての利用に
加え、平時には、来庁者用駐車
場やイベントスペースとして活
用する予定です。

主要事業
「仕事・雇用を創出する」
　令和５年度より、地域おこし
協力隊の制度を活用し、「さく
らももいちご」の担い手確保に
努めてきました。
　この４月、２年間の研修を終
了した第１期地域おこし協力隊
が、いちご農家として就農しま
した。
　現在、第２期、第３期地域お
こし協力隊の２人も研修を行っ

ており、引き続き、担い手の確
保に努めていきます。
　鳥獣被害対策については、近
年、有害鳥獣による農産物への
被害が甚大になっており、令和
５年度より「阿波のわな名人戦」
を開催するなど対策を講じてき
ましたが、なかなか被害が減少
していません。
　そこで本年度から、イノシシ
の報奨金増額や、ハクビシンな
ど小動物への報奨金新設など、
報奨金の拡大を行うとともに、
例年４月15日からだった有害
捕獲許可を、今年度は４月１日
に前倒しして捕獲期間を長くす
るなど、更なる鳥獣被害対策に
取り組んでいます。
　また、有害獣による、農地へ
の侵入状況および被害状況の把
握を図るため、動物の熱を感知
して自動で撮影できる「トレイ
ルカメラ」を役場で購入し、希
望する農家のみなさまに貸出を
行います。
　さらに、「鳥獣資源の利活用」
「わな猟による鳥獣類の駆除」
「住民への鳥獣被害防止指導」
などの目的で、本年５月より、
鳥獣害対策に携わる地域おこし
協力隊を雇用しています。
　農業を主要産業とする本村に
おいて、鳥獣被害対策は最重要
課題の一つであり、今後もしっ
かりと取り組んでいきます。

「新しいひとの流れをつくる」
　中尾谷地区の宅地造成は、最
終となる８区画の造成工事が、
残り舗装工事のみとなったた
め、６月２日より村内向けに先
行予約受付を行っており、現在、
５件のお問い合わせと、２件の
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予約申込をいただいています。
　今回の分譲により、既に分譲
済の４区画とあわせ、中尾谷地
区での全12区画分の分譲地は
完成しました。
　今後、本事業の結果を検証す
るなかで、宅地造成に対するさ
らなるニーズがあると判断され
る場合は、新たな分譲地の造成
についても検討していきます。
　昨年に引き続き、大川原高原
を舞台とした自転車競技「さな
ごうち大川原高原ヒルクライム
2025」を「漕いでゆけ、天空
の絶景へ」をキャッチフレーズ
に、11月16日㈰に開催します。
　あじさい市が主催する「あじ
さい祭り」については、７月６
日㈰に開催するとのことであ
り、前日５日㈯に、前夜祭とし
て「星空観望会」を開催します。

「若い世代の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる」

　６月13日、小中学校の児童・
生徒が教育旅行として、大阪・
関西万博に行きます。
　入場料は、徳島県の補助制度
を利用するため無料ですが、バ
ス代などは保護者負担となるこ
と、また、通常の遠足に加え
ての教育旅行となることから、
保護者の負担が重いことを勘案
し、１人当たり2,500円を超え
る旅費の全額を村が補助します。
　学校給食費については、昨年
度より、学校給食の無償化を実
施していますが、牛乳や米など
の価格高騰により、現状の、小
学生340円、中学生370円では
提供が厳しい状況となっていま
す。
　そのため、村としては１食あ
たり50円を値上げし、引き続
き「質の高い給食」の確保を図
ることとしました。値上げによ
る保護者への負担は全額、村の
補助とし、引き続き、学校給食
の無償化に取り組み、子どもた
ちの健やかな成長と教育環境の
充実を図っていきます。
　本年度より本村の出身者が里
帰り出産をする際に、小学校就

学前の児童を保育所で預かる
「里帰り出産・預かり事業」を
開始しました。現在１人の児童
をお預かりしています。
　また、本年度より、不妊治療
費助成事業・不育症検査費用助
成事業を開始しました。
　子どもを持ちたいという人
が、安心して不妊治療や不育症
に関する検査・治療を受けられ
るよう、高額な本人負担額に対
する助成を行います。
　悩まれている若い世代の経済
的負担の軽減を図り、出産を支
援していきます。

「交流拠点の充実や地域連携
などの村づくりを進める」

　庁舎跡地などの整備について
は、建築士から、敷地内で仮設
設備が建設可能であり、一体と
した建設が有利であるなどのご
助言をいただいたことから、一
体の建物として建設することと
し、５月の広報佐那河内でもそ
の旨をお知らせしたところです。
　建設施設の規模などの ｢整備
方針」については、内容がご説
明できるようになった段階で、
広報していきます。
　さなごうち新ものがたり創出
事業については、令和５年度・
６年度の２年間にわたる阿波学
会総合学術調査も終了し、調査
報告書である『阿波学会紀要』
が刊行され、４月には、その成
果の一端を紹介するため「歴史
講座」を開催したところです。
　また、５月13日から27日まで
「荒井賢治の世界 『限界集落』
再び」展を開催し、期間中、延
べ１千人を超えるみなさまにご
観覧いただきました。
　５月14日から25日までの間、
板野町の徳島県立総合教育セン
ターで、「さなごうち今昔物語」
展を開催しました。
　また、村の文化資産を手軽に
ご理解いただくために創刊しま
した「さなごうち学ブックレッ
ト」につきましても、マスコミ
などでも取り上げられ好評を得
ました。

　１冊目『佐那河内村の石造物』
に続きまして、２冊目となる『佐
那河内村の地形と地質』の発行
準備も進めており、近いうちに
みなさまにご覧いただけるよう
になるものと考えています。
　今後も、村人みんなで地域資
源を見直し、掘り起こし、最大
限に活用することを基本に、さ
まざまな取り組みを通じて、子
や孫世代へとつなぐ、新しい村
づくりプロジェクトを推進して
いきます。

専決承認案件
議案第25号（専決第１号）　令
和６年度佐那河内村一般会計補
正予算（第９号）にかかる専決
処分の承認について
　歳入歳出それぞれ３億491
万１千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を28億9,414万９千円
とするもの。

議案第26号（専決第２号）　令
和６年度佐那河内村国民健康保
険事業特別会計補正予算（第３
号）にかかる専決処分の承認に
ついて
　 歳 入 歳 出それぞ れ６,17 3
万２千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を２億8,011万９千円と
するもの。

議案第27号（専決第３号）　令
和６年度佐那河内村介護保険事
業特別会計補正予算（第５号）
にかかる専決処分の承認につい
て
　 歳 入 歳 出それぞ れ 3 ,9 43
万４千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を４億414万１千円とす
るもの。

議案第28号（専決第４号）　令
和６年度佐那河内村後期高齢者
医療特別会計補正予算（第３号）
にかかる専決処分の承認につい
て
　歳入歳出それぞれ57万円を
減額し、歳入歳出予算の総額を
5,358万７千円とするもの。
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議案第29号（専決第５号）　令
和６年度佐那河内村宅地造成事
業特別会計補正予算（第２号）
にかかる専決処分の承認につい
て
　歳入歳出それぞれ500万円を
減額し、歳入歳出予算の総額を
3,200万円とするもの。

議案第30号（専決第６号）　佐
那河内村税条例の一部を改正す
る条例にかかる専決処分の承認
について
　地方税法の一部改正に伴い、
軽自動車税種別割の標準税率
の、区分の見直しなどについて、
佐那河内村税条例の一部を改正
するもの。

補正予算案件
議案第31号　令和７年度佐那
河内村一般会計補正予算（第１
号）について
　歳入歳出それぞれ395万２千
円を増額し、歳入歳出予算の総
額を33億6,795万２千円とす
るもの。
　村道維持補修工事などを増額
するもの。

議案第32号　令和７年度佐那
河内村簡易水道事業会計補正予
算（第１号）について
　資本的収入及び支出の予定額
を、それぞれ1,662万円増額し、
１億138万円とするもの。

議案第33号　令和７年度佐那
河内村農業集落排水事業会計補
正予算（第１号）について
　収益的支出の予定額を、33
万円増額し、１億5,304万５千
円とするもの。

条例案件
議案第34号　公益的法人等へ
の職員の派遣等に関する条例の
一部を改正する条例について
　公益的法人等への派遣対象と
なる職員について改正を行うも

の。

議案第35号　職員の旅費に関
する条例の一部を改正する条例
について
　宿泊料金の高騰、その他の社
会経済情勢の変化、および国家
公務員等の旅費に関する法律施
行令の施行などを踏まえ、特別
の事情などがある場合の、旅費
支給について改正を行うもの。

議案第36号　佐那河内村税条
例の一部を改正する条例につい
て
　地方税法の一部改正に伴い、
村民税の控除すべき金額につい
て、特定親族特別控除額を追加
などの改正を行うもの。

議案第37号　佐那河内村大川
原高原ログハウス迎光閣の設置
及び管理に関する条例の廃止に
ついて
　佐那河内村大川原高原ログハ
ウス迎光閣を廃止することに伴
い、条例を廃止するもの。

人事案件
議案第39号　監査委員の選任
について
　村議会議員の中から監査委員
を新しく選任するもの。
（監査委員：石本哲也）

契約案件
議案第40号　佐那河内小中学
校用タブレット端末購入物品購
入契約の締結について　
　議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得または処分に関す
る条例第２条の規定により、予
定価格700万円以上の財産の取
得に係る物品購入契約の締結に
ついて、議会の議決を求めるも
の。

単行案件
議案第38号　徳島県市町村総
合事務組合規約の変更について
   同事務組合を組織する、地方
公共団体の名称変更に伴う、規
約変更について、地方自治法第
286条第１項及び第290条の規
定に基づき、関係地方公共団体
の議会の議決を求めるもの。

報　告
報告第１号　令和６年度佐那河
内村一般会計繰越明許費繰越計
算書について
　地方自治法施行令第146条第
２項の規定に基づき、令和６年
度会計に係る繰越計算書を報告
するもの。

議員提出議案
発議第1号　平岡淳議員に対す
る議員辞職勧告決議（案）につ
いて
　平岡淳議員の司法書士法違反
について、厳粛に受け止め、自
らの意志と責任により議員の職
を辞するよう勧告するもの。

一般質問

井開　一文　議員
１．改正戸籍法について

質  ①戸籍に読み仮名が追加さ
れる改正戸籍法に対し、い

ろいろな問題にどのように対応
しているか。
②財政的に、どのくらいの負担
を考えているのか。

答  ①氏名の振り仮名について、
基本的には現在使用してい

る読み方を振り仮名として記載
するものと考えています。通知
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書の振り仮名が認識と違う場合
などは届出をお願いすることに
なりますが、一般的な読み方で
ある場合は、届出をいただきま
すとそのまま受理することになり
ます。
　しかしながら、氏名の読み方
として一般的な読み方ではない
読み方をしている届出の場合
は、読み方が通用していること
を証する書面として、その読み
方が使われていることを示す預
金通帳や健康保険証などの資料
を、届出と併せてご提出いただ
くことになります。
　特に、出生届など新規の振り
仮名について、一般的な読み方
に疑義があった場合は、法務省
からの通達に基づき、届書に一
般の読み方である説明の記載や
一般の読み方であることについ
ての説明を記載した書面の提出
を求め、受理・不受理の判断を
したいと考えています。しかし、
判断がつかない場合、これにつ
いては徳島地方法務局に受理照
会を行い、適切に処理したいと
考えています。
②今年度の委託費については
全額国の補助金で対応する予
定であり、委託費の計1,322万
9,480円は全額国費となってい
ます。システム改修などの委託
費については全て国の補助金で
対応できていますが、郵送代や
問合せ対応、戸籍への記載など、
本村が直接行う事務に要する人
件費については上限があり、補
助金が打ち切られています。
　最終的な郵便の通数や人件費
の精算がこれからですので概算
となりますが、95万円程度が
村単独の費用となる予定です。

１．生成AI導入について
        

質  ①ＡＩを使って実証実験をし
てみてはどうか。 

②全国半分の市区町村が導入に
向けて検討しているが、村では
どのように考えているのか。

答  ①生成ＡＩの導入、運用、
利用に係るメリット・デメ

リットに加え、リスクや財政負
担などを踏まえつつ、近隣市町
との情報共有や連携を深めなが
ら、試験的な活用について検討
します。
②生成ＡＩ導入にはメリットが
ある一方で、デメリット、リス
クや財政負担の問題もあります
ので、村にとってどのような業
務が向いているのか、どのよう
な業務に導入が可能なのかにつ
いて、先進事例の研究や導入済
みの自治体との情報の共有や連
携を図りながら、まずは試験的
な活用について検討します。

平岡　　淳　議員
１．職員の採用について

質  ①10年前、現在より少ない
職員数で200人多い村民を

支えてきたことに対して、どう思
うのか。
②10年後の人口推移及び職員
採用についてどう考えるのか。
③現在の人員は適当だと考えて
いるのか。
④会計年度任用職員の採用を全
協で報告すべきではないのか。

答  ①この10年間の取組を振り
返ると、救急24時間体制

整備、佐那のいちご塾の取組、
充実した英語教育・先進的なＩ
ＣＴ教育・ふるさとの人材を育成
するふるさと学習を３つの柱とし
た小中一貫教育の推進、宅地造
成事業・村営住宅建設事業の推
進、ふるさと納税返礼品の充実、
マイナンバー制度の導入推進、
公営企業会計の導入など、新た
な事業・施策の実施や取組の拡
充を行っており、そのような事
業などを推進するためには必要
な職員数であると考えています。
②総務省より最新の指標である
第11次定員モデルが、今年度
以降公開されることが決まって
おり、新たな指標を参考にしつ
つ、今後人口が減っていく中で
本村が注力すべき事業などを十
分に検討しつつ、職員の定年引

上げなども考慮した採用計画、
定員管理を検討します。
③各所属の事務分掌は、その時
点において最も効率的に業務が
行われるように定めており、
10年前の各課の人数と比較し
ても、業務内容の変更があるこ
とから、一概に妥当かどうかを
申し上げられません。現在村で
は人口減少、少子高齢化の進展
に伴い、様々な取り組むべき課
題などが多くあります。村全体
の職員数については、こうした
課題などの一つ一つに向き合
い、解決に向け取組を進めるた
めに、必要かつ適正な職員数と
考えています。
④行政の透明性、議会への説明
責任を果たす観点から、これま
での当初予算編成時、成果報告
書時の報告に加え、年度当初に
おいて全体の状況をご報告する
ことも検討します。

２．跡地利用について

質  ①アンケートの建物の床面
積と総工費は、どこから算

出されたのか。
②新建物の利用頻度を述べよ。
③イエローゾーンがあるから新
庁舎を移転したのではないのか。
④村民に対するアンケート、説
明会はしないのか。
⑤生活インフラの整備より新建
物が大切なのか。

答  ①床面積と総工費は目安と
して示したものです。費用

単価は、佐那河内村公共施設等
総合管理計画に記載されている
単価、建替えの場合１㎡当たり
40万円、大規模改修１㎡当たり
25万円に基づいて試算しました。
　しかし、ここ数年の建設物価
の高騰は著しいものがあり、プ
ロポーザルの実施に当たって
は、近隣事例などを調査検討し、
実施します。
②少なくとも現在の農振セン
ターの各部屋の延べ利用回数約
770回を超える利用をめざすべ
きと考えています。
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③新施設の敷地のうち、旧庁舎
敷地の一部がイエローゾーンに
含まれていることを踏まえた施
設配置となるよう、プロポーザ
ルを行うための条件整備を検討
します。
④条件整備が調いましたら、み
なさまにお知らせします。その
際に村民アンケートを行うか、
また説明会を行うかについても
判断します。
⑤生活インフラ対策についても
順次改修、整備を行っており、
新たな施設の建設には費用がか
かりますが、大勢の村民の活動
拠点となっている農振センター
の老朽化、さらに住民の要望に
対する現施設の機能面の欠如を
考慮すると、問題を先送りする
ことなく、現時点において課題
にしっかりと向き合うことが必
要であり、その結果、幅広い世
代が集い交流できる施設の必要
性を感じています。

藤本　　忠　議員
１．熱中症対策について

質  ①気象庁の暖候期予報によ
ると、今年の夏は気温が高

くなるとの予報がされているが、
本村の熱中症対策はどのような
取り組みが行われているのか、
また、どのような取り組みを行っ
ていくのか。
②熱中症などは、気候変動によ
る影響が大きいと考えるが、村
としての取り組み方針はどう
なっているのか。

答  ①熱中症対策の基本の取り
組みは、村民一人一人が適

切な行動を取るための啓発活動
の強化が重要と考えていて、村
の基幹的な広報媒体である防災
行政政無線や村広報誌を通して、
新たな情報なども活用しながら、
効果的な啓発や積極的な情報発
信に今後とも努めます。
　また、社会福祉協議会では、
65歳以上の独居高齢者や支援
が必要な高齢者世帯に対し、熱

中症指数を知らせる機器、みは
りん坊の貸与事業を平成26年
度から行っていて、民生委員、
児童委員のご協力を得て、該当
世帯にお配りしています。その
ほか、民生委員、児童委員によ
る日常的な高齢者などの見守り
活動や、緊急通報装置の活用な
どにより、高齢者などの熱中症
予防に努めています。
　また、熱中症特別警戒アラー
トが発表された際には、法律に
より、市町村はクーリングシェ
ルターを設置することが義務づ
けられており、本村では役場庁
舎に設置することとしています
ので、その際にはご活用いただ
きたい。
②村の地球温暖化抑制の取組方
針として、村民のみなさまに環
境問題に対する意識を持っても
らえるよう、広報や補助を通し
て事業を行っています。具体的
には、ごみ排出の際のごみ分別
の徹底と周知に加え、リサイク
ルやごみの減量化、生ごみ処理
機の購入補助やキエーロなどの
推進を行い、ごみを焼却処分し
ない取組を推奨しています。さ
らに直近では、環境講座の開催
が予定されており、さまざまな
取組を通して、村民一人一人の
みなさまに環境問題への意識づ
けを行います。

２．環境貢献について

質  ①環境貢献が収益となる地
域の持続可能な発展に繋が

る地域資源や特性を活かした「J
－クレジット制度」の導入を行っ
てはどうか。

答  ①制度内容の確認や先進事
例の調査などを行い、本村

においてのメリット、デメリット
を研究します。

３．南海トラフ巨大地震について

質  ①今回、新たに発表された
被害想定のデータから、今

後、村としてどのように取り組ん
でいくのか。

②減災の一つの柱である住宅の
耐震化が進むことで、守れる命
が増えると考えるが。

答  ①県からの詳細な被害想定
が出されましたら、速やか

に対応します。なお、令和７年
度は、これまでの防災訓練や備
蓄品の購入などの取り組みに加
え、被災自治体で運用されてい
る条例、要綱、標識などを参考
に、本村に必要な条例、要綱、
標識などの準備、作成、災害時
協力井戸登録制度の実施、国か
らの新しい地方経済・生活環境
創生交付金を活用した避難所の
生活環境の改善のためのテント
式パーティション、簡易ベッド、
発電機、ポータブル電源などの
購入のほか、自助、共助の担い
手となる地域防災リーダーの育
成のための防災士の資格取得に
対する補助対象者の拡大や、自
主防災組織の活動の活性化など
に取り組みます。
②今後、国が取り組む政策や補
助制度を利用しつつ、中長期的
な視点立って、国の基本計画に
準じて、木造住宅の耐震化をよ
り進めます。

４．子どもへの対応について

質  ①今、児童虐待が問題視さ
れているなか、本村ではど

のように取り組んでいくのか。

答  ①児童福祉、母子保健、障
害福祉などを健康福祉課で

一括して所管していることから、
各担当間で連携して対応しやす
い体制があり、今後とも健康福
祉課が中心となり、要保護児
童対策地域協議会を通して、虐
待などの兆候を早期に察知し、
各関係機関との連携を図りなが
ら、速やかに対応できる体制の
強化に努めます。

５．庁舎跡地等の整備について

質  ①多くの利用者がある農振
センターの老朽化が進み、
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たくさんの人に影響がでると予
想され、早急の対応が求められ
ると考えられるが、今後のスケ
ジュールの見通しはどうなってい
るのか。
②庁舎跡地検討委員会の報告で
もあったが、150人規模の催し
ができる施設が村内にはない。
新施設にはぜひそのような施
設機能を備えるべきだと考える
が、その場合建設予定施設の規
模はどの程度になるのか。
③ホール機能について、利用者
の負担が軽減されるような設備
にすべきだと考えるがどうか。

答  ①７月中には新施設の完成
時期も併せ、計画をお示し

できるように努めます。
②農振センターの機能はそのま
ま継承するため、単純に農振セ
ンターの面積1,081㎡に、大会
議室の320㎡を加えますと、約
1,400㎡の建物となります。新
施設の規模感についても７月中
に取りまとめられるよう、建築
士会と協議を行います。
③ロールバック方式（普段は、
段差のある椅子は壁の中に収納
され、フラットな広い部屋の状
態であり、通常の教室方式やロ
の字型の会議室にも活用できる
ため、スペースの有効活用がで
きる。）の導入は、みなさまの
利用しやすい施設にもつながっ
てくると考えており、導入に向
けて前向きに進めます。

伊藤　明子　議員
１．少子化対策について

質  ①子育て支援などに対する
メニューはあるが、結婚に

対する支援は少ないと感じるた
め、婚活等活動事業補助を拡充
してはどうか。

答  ①今後の婚活事業につい
て、マリッサとくしまが行う

事業の推進や情報提供に努めて
いくとともに、先進的な取組を
行う他地域の事例を参考にしつ

つ、一般財団法人さなごうちと
の連携も図りながら、本村の実
情に合った最適な取組について
継続して検討します。

森下　嘉文　議員
１．有害鳥獣捕獲対策について

質  ①直近の有害鳥獣捕獲数に
ついて

②有害鳥獣駆除の報酬改定につ
いて、また、他市町はどのよう
な状況か。
③有害鳥獣処理・加工施設整備
事業の進捗状況について

答  ①今年度の４月１日から有
害鳥獣捕獲許可を発出し、

６月18日現在では、シカ278頭、
イノシシ32頭、カラス10羽となっ
ており、さらに小動物類では、
アナグマ45頭、ハクビシン19頭、
タヌキ25頭となっています。
②現在、村が支出している有害
鳥獣捕獲報償金は、それぞれ１
頭当たり、シカ１万５千円、イ
ノシシ１万５千円、サル４万円、
カラス１千円、アナグマ２千円、
タヌキ２千円、ハクビシン２千
円となっていて、昨年度では、
総額514万４千円を支払いまし
た。
　報償金の増額については、本
年４月より、イノシシを２千円
引き上げ、また、アナグマ、タ
ヌキ、ハクビシンなどの小動物
類についても報償金を支払うよ
う改定したところです。
　他市町については自治体ごと
にそれぞれ状況や取り巻く環境
が違いますので、この場での具
体的にお答えすることは差し控
えます。
③捕獲した個体の有効活用につ
いて、処理・加工施設の必要性
を令和２年度より提案していま
すが、残念ながら今のところ実
現していません。この施設につ
いて、建設予定地が二転三転し
た結果、整備事業が中断に至っ
た経緯があります。
　しかしながら、有害鳥獣捕獲

の現状を考えますと、これまで
害獣であった有害捕獲を有効活
用することができたら、捕獲枠
もさらに上昇させ、生息個体数
の減少にもつなげるとともに、
捕獲した個体を地域を元気にす
る起爆剤として利用すること
で、有用な地域資源としての存
在になり得るものと考えます。
　また、施設の必要性をご理解
いただき、施設の必要性につい
て粘り強く説明を行い、事業遂
行についてご理解いただき、処
理・加工施設の建設につなげて
いけるよう努力します。

２．農業技術指導員の設置に
ついて

質  ①佐那河内村の農業振興
基本方針について伺いたい。

②農業技術指導員の採用を考え
ているのか。

答  ①今後も農業従事者の高齢
化や後継者、担い手不足の

課題への対応とともに、安全で
良質な農産物を安定的に生産す
るための体制整備や農産物の付
加価値向上など、持続的な発展
による安定経営を進めていく必
要があります。
　佐那河内村総合計画では、農
林業の振興の基本方針として、
農業の振興施策を総合的かつ計
画的に推進し、本村の農業を持
続的、安定的に発展させること
をめざしています。また、主要
な施策事業として、生産基盤の
整備、農地の流動化、担い手の
育成・確保、農業経営の体質強
化、鳥獣害対策の強化、付加価
値の向上と販路の拡大などが掲
げられており、それぞれについ
て詳細な計画が設定されていま
す。
　さらには、地方創生総合戦略
の農業支援部門では、営農指導
や資金援助などのコーディネー
トの強化により新規就農を促進
し、新規就農者数の増加を図り、
アグリスクールの開催を通じ参
加者による農業技術向上をめざ
しています。これらの事業計画
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が実施できるよう業務を進めて
いきます。
②現在、ＪＡにおいて若手職員が
技術指導員として配属されてい
ます。今後さらに技術を習得さ
れ、村の農業技術発展のために
ご尽力いただけることに期待し
ているところです。

石本　哲也　議員
１．各課の村民への補助金・
助成金・現物支給等について

質  ①各課で何項目があるか。
②周知の状況をどう考える

か。
③「分野別各種支援一覧冊子」
を作成してはどうか。

答  ①村が行う行政サービス
は、個人の申請により補助

金などを交付するもののほか、
無償で行う出前講座や伝統文
化、親子教室のように体験や活
動を提供するもの、後期高齢者
健康診査のように受診券を配布
するものなどさまざまな方法で
実施しており、一概に集計する
ことは難しいところです。また、
補助先も個人、団体、村民、村
外の人でも可能などさまざまな
上、補助などの申請が必要なも
の、不要なものなど、その内容
は多種多様にわたっています。
概数となりますが、団体、個人
への補助、助成金、現物支給な
どは各課、教育委員会を合わせ
おおむね200件を超えます。
②特に大勢の人に影響がある事
業や新しい制度や変更がある制
度については、広報佐那河内に
掲載し、広報をしています。ま
た、数が多く全ての事業を広報
紙に掲載することはできないた
め、毎年、早わかり村の予算説
明書を作成し、年度初めに常会
長会議を通じて村内に配布、周
知しています。
③今後事業を実施する中で、事
業内容とともに、広報の時期や
方法も検討しながら、できるだ
けご活用いただけるよう周知に

努めます。

２．旧庁舎及び農振センター
周辺の再開発について

質  ①かねてから、他自治体に
普通にある図書館や文化

ホール等は整備すべきと質問し
てきたが、今回の構想に文化施
設としての構想は含まれている
のか。
②多様化するイベントや式典に
対応し、村内外の交流の拠点と
なる文化ホールは、特に検討す
るべきと思うが、どうか。
③理想を言うのは容易である
が、肝心なのは財源と予算であ
ると思われる。その辺りはどう
考えているのか。

答  ①新施設が佐那河内村にふ
さわしい文化施設としての

機能も含んだ施設となるよう取
り組みます。
②建設する交流施設は、今後数
十年にわたり村の中心部におけ
る村民のみなさまの文化活動や
交流の拠点となる施設です。さ
まざまな催しに対応できる施設
となるよう検討を進めます。
③村にとって非常に大きな事業
となりますので、できるだけ費
用対効果がよくなるよう努めま
す。

３．佐那河内村の教育について

質  ①率直に現状の小中学校に
ついてどう感じているか。

②教育長としての所信を表明し
ていただきたい。

答  ①佐那河内小中学校の一貫
教育は、全国に誇れる先進

的かつ特色と魅力あふれる教育
実践であると確信しています。
子どもたちの姿から、その成長
の軌跡、９年間の一貫した学び
の積み重ねが確かな成果として
現れているのを肌で感じます。
　教育は未来への投資であると
いう言葉の通り、英語教育・Ｉ
ＣＴ教育・ふるさと学習の３本
柱の教育施策を中核に置いた小

中一貫教育の充実が、子どもた
ちの「生きる力」となり、やが
てこの佐那河内の未来を支える
大きな原動力となっていくと信
じています。
②この充実した教育環境と小中
一貫教育の質の高い取組、目に
見える確かな成果を大切に受け
継ぎ、その価値をより一層高め
ていきます。そして、佐那河内
の子どもたち一人一人が自らの
幸せな未来とともに、豊かな村
の未来を描き創り出していける
力の育成に使命と覚悟をもって
取り組みます。
　村教育委員会では「一人一人
のウェルビーイングを高める教
育へのチャレンジ！～対話で拓
く可能性と未来～」を重点テー
マとして取組を進めます。予測
困難な時代において子どもたち
が未来を切り拓く鍵は「対話力」
です。この取組を通して育まれ
る「対話力」は生涯にわたり人
とつながり、共に未来を創造し
ていくための揺るぎない礎とな
ると確信しています。
　また、佐那河内村には豊かな
社会教育の土壌があり、子ども
から大人まで参加できる魅力的
な学び・体験・交流の場があり
ます。この豊かな学びの土壌を
大切に守り、すべての世代の村
民のみなさまが自分の力を発揮
し、生き生きと学び続けること
ができる村となるよう全力を尽
くします。 
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議長就任あいさつ
 

佐那河内村議会議長　森　下　嘉　文

佐那河内村議会構成

■ 議　長　森下　嘉文
■ 副議長　井開　一文

■常任委員会（◎委員長　○副委員長）
　総務産業建設常任委員会委員
　◎藤本　　忠　○石本　哲也
　　平岡　　淳     　 

　文教厚生常任委員会委員
　◎伊藤　明子　○井開　一文
　　瀧倉　俊晴　　森下　嘉文

■議員選出委員
　監査委員　　　　　　　 石本　哲也
　 小松島市外三町村衛生組合議員 　　森下　嘉文　　瀧倉　俊晴
　 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員　　伊藤　明子　　井開　一文

令和７年６月20日改選

　このたび、６月20日に開かれました令和７年第２回定例会において、議員のみなさまの
ご推挙により就任しました。身に余る光栄と感激いたしますとともに、責任の重さを痛感

しているところでございます。議長として全力を傾け、公正かつ円滑な議会運営に取り組んでまいります。
　さて、国際社会が不安定な中、長引く物価高騰への対応をはじめ、災害の頻発化・激甚化への備え、人口減
少・少子高齢化対策など課題は山積しており、村民の代表、代弁者である議員の役割はますます重大となって
います。
　多様化する村民ニーズに応えるべく、施策も講じられているところではありますが、議会として執行機関の
監視・評価を行うとともに、村民のみなさまの声を真摯に受け止め、積極的に政策立案や提言などに取り組ん
でまいります。
　結びに、村民のみなさまにおかれましては、今後とも、佐那河内村議会へのご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。

議会行事出席報告	 〈　　〉場所・（　　）出席者

６月５日 議員協議会〈議員室〉（瀧倉議長ほか６人）
全員協議会〈役場〉（瀧倉議長ほか６人）　

６日 社会福祉協議会評議員選任委員会（役場）〈藤本議員〉
12日 第２回佐那河内村議会定例会 開会・議案審議〈議場ほか〉（瀧倉議長ほか６人）
16日 保育所・学校など訪問〈保育所・小中学校〉（瀧倉議長ほか６人））
19日 第２回佐那河内村議会定例会 一般質問〈議場〉（瀧倉議長ほか６人）
20日 第２回佐那河内村議会定例会 表決・閉会〈議場〉（瀧倉議長ほか６人）
24日 例月出納検査〈監査室〉（國見監査委員・石本監査委員）
25日 徳島県町村議会臨時総会〈ホテル千秋閣〉（森下議長）

人権教育研究協議会総会〈役場〉（森下議長・井開副議長・伊藤議員）
27日 議長・副議長就任挨拶訪問〈徳島市ほか５市町〉（森下議長・井開副議長）
30日 英語教育運営委員会〈役場〉（伊藤議員・井開議員）

小松島市外三町村衛生組合現金出納検査〈衛生組合〉（石本議員）
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第50回記念 ふるさとづくり納涼夏まつり
　村の夏を彩る「ふるさとづくり納涼夏まつり」が50回目を迎えます！
　ステージイベントでは、毎年恒例の子どもたちによる演奏や合唱、すだち連による阿波踊りなど
に加え、第50回を記念して、「home」でメジャーデビューし、紅白歌合戦にも出場経験のある木
山裕策さんにお越しいただきます！
　さらに、花火も第50回記念にふさわしく例年より豪華な花火を予定しています。みなさまのご来
場をお待ちしています。

日　時 令和７年８月13日㈬　17：00 開演
場　所 佐那河内村中央運動公園
※その他詳細は、折り込みチラシ、村ホームページなどで随時お知らせします。

お問い合わせ ● ふるさとづくり納涼夏まつり実行委員会事務局（佐那河内村教育委員会内）

抽選会の物品協賛のお願い
　夏まつりの開催にあたり、抽選会用景品を提供していただける事業者を募集します。
　協賛いただいた事業者につきましては、夏まつり抽選会において、司会より30秒程度、事業者な
どの紹介をさせていただきます。

⃝募集する事業者数：５件程度　※１事業者あたりの出品数は１～３品程度
⃝協賛できる事業者：村内の事業者
⃝申込方法・申込期限：‌�７月21日㈪までに「第50回ふるさとづくり納涼夏祭り協賛事業者申込

書」（村ホームページよりダウンロード可）を佐那河内村教育委員会ま
でご提出ください。

※詳細については、村ホームページをご覧ください。
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　今年、第50回を迎える「ふるさとづくり納涼夏まつり」。この記念すべき節目に
あたり、村の広報誌の中から、半世紀前に始まった夏まつり（当時は「夏祭り芸能
大会」）の記事をご紹介します。
　初めての夏まつりが行われたのは、昭和49年８月14日の夜。会場は当時の佐那河内小学校グ
ラウンドにて行われたようです。約1,500人の参加があり、村の青年団が中心となって運営にあ

たっていました。プログラムでは、のど自慢や阿波踊り、獅子舞などが披露され、
大盛況だったようです。このようにして始まった夏まつりは、昭和51年を「第１回」
として正式に回数を数え始め、今年で50回目を迎えます。先人たちが築いてくれた
村の風物詩を大切に受け継いでいきましょう。みなさまのご参加を心よりお待ちし
ています。

「ふるさとづくり

納涼夏まつり」
の始まり

第50回 記念コラム

「広報さなごうち」（昭和49年10月3日発行）から抜粋

「広報さなごうち」（昭和50年8月20日発行）から抜粋
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令和7年度  職員採用試験案内
【試験日】 令和７年１０月１９日㈰ 

【申込受付期間】 令和７年８月４日㈪～令和７年９月４日㈭

1 試験区分、採用予定人員及び職務の内容
試験区分 採用予定人員 職務の内容

一般事務（高等学校卒業程度） 若干名 一般行政事務に従事します。
保 健 師（短期大学卒業程度） １人 保健師の業務に従事します。
土　　木（高等学校卒業程度） １人 土木の業務に従事します。

2 受験資格
試験区分 受験資格

一般事務（高等学校卒業程度） 昭和61年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人

保 健 師（短期大学卒業程度） 昭和61年4月2日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人、
または、令和8年春の国家試験により当該免許を取得する見込みの人。

土　　木（高等学校卒業程度） 昭和61年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人。

3 試験の日時および試験場
区分 試験日時 試験場

第１次試験 令和７年10月19日㈰ 10：00から 佐那河内村役場 
第２次試験 令和７年11月以降（日時および場所は、第１次試験合格者に通知します。）

4 試験の方法および内容
区分 試験種目 試験区分 時間 方法および内容

第
１
次
試
験

教養試験
一般事務
保 健 師
土　 木

10：00～12：00
公務員として必要な一般知識（時事、社会、人文、自然）及び知能（文章理解、
判断・数的推理、資料解釈）について、高等学校卒業程度の択一式による筆記
試験を行います。

事務適性検査
性格特性検査

職場適応性検査
一般事務 13：00～14：10 公務員として職務上必要な適応性、資質、職務への対応や、対人関係面での性

格特性を検査します。

専門試験 保 健 師 13：00～14：30 保健師として必要な専門的知識及び能力について、択一式による筆記試験を行
います。出題分野【公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論】

専門試験 土　 木 13：00～14：30
土木技師として必要な専門的知識及び能力について、択一式による筆記試験を
行います。出題分野【数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、
土木基礎力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工】

事務適性検査
性格特性検査

職場適応性検査

保 健 師
土　 木 14：40～15：50 公務員として職務上必要な適応性、資質、職務への対応や、対人関係面での性

格特性を検査します。

区分 試験種目 試験区分 方法および内容

第
２
次
試
験

文章要約試験

一 般 事 務
保 健 師
土 　 木

公務員として必要な一般的な課題について、課題に対する論旨理解力、要点把握力、文章表現
力をみるための試験を行います。

集団討論 職場への適応性（積極性、協調性および柔軟性など）をみることを目的に、集団討論を行います。

口述試験 主として人柄、性格などをみる試験で個別面接により行います。

※受験申込書は、総務課にあります。村ホームページ（右QRコード）からもダウンロードできます。
https://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2025062900011/

お問い合わせ ● 総務課
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海上保安庁職員募集（採用試験のご案内）
海上保安学校学生採用試験（高等学校卒業程度）

※一般海上保安官として海上保安業務に従事します。（一般職）

【受付期間】令和７年７月11日㈮～７月24日㈭ 受信有効 
【試 験 日】第一次/令和７年９月28日㈰　第二次/令和７年10月21日㈫～ 30日㈭ 

海上保安大学校学生採用試験
※幹部海上保安官として海上保安業務に従事します。（幹部職）

【受付期間】令和７年８月21日㈭～９月８日㈪ 受信有効
【試 験 日】第一次/令和７年10月25日㈯および26日㈰　第二次/令和７年12月12日㈮

申し込みはインターネットにより行ってください。 詳しくは 右上のQRコードより 

お問い合わせ： 徳島海上保安部管理課　電話 0885-33-2246 

　「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的
に高まっていると評価された場合などに、気象庁から発表される情報です。情報名のあとにキーワードが付記さ
れ「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」などの形で情報発表されます。
　気象庁にて、マグニチュード6.8以上の地震などの異常な現象を観測したあと、５～30分後に南海トラフ地震
臨時情報（調査中）が発表されます。その後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合における調
査結果を受けて、該当するキーワードを付した臨時情報が発表されます。
　政府や自治体から、キーワードに応じた防災対応が呼びかけられますので、呼びかけの内容に応じた防災対応
をとってください。

南海トラフ地震臨時情報とは？
　

　

南海トラフ地震
臨時情報

 

件
条
表
発

※南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応は広報佐那河内６月号に掲載されています。

 

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した
場合、または調査を継続している場合

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生したと評価
した場合

・南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発
生したと評価した場合

・想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲で
M7.0以上の地震が発生したと評価した場合

・ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らか
に変化しているような通常とは異なるゆっくりすベリが観測された場合

巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

■ 調査中

■ 巨大地震警戒

■ 巨大地震注意

■ 調査終了

■南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な
　地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合
■観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

海上保安庁 
採用



遊泳時以外でも注意を 安全に行動するために

お問い合わせ ● 消防センター

　今年も暑い季節が訪れました。家族で、友人同士でキャンプや海水浴に出
かける機会が増える季節。でもそういう時期に増加するのが水難事故です。
　令和５年の統計によると、全国の水難事故発生件数は1,392件。死者およ
び行方不明者は743人となっています。

　発生原因は海水浴や河川での遊泳などが多く
を占めますが、他の原因でも事故は発生していま
す。たとえばキャンプ場、河川敷での花火見物な
ど、普段訪れない土地勘のない場所、夜間の暗い
場所では思わぬ事故が発生しやすくなります。ラ
イフジャケット着用などの安全対策を行っていな
い状況では、命の危険性が高くなります。

水難事故を防ごう

安全を心がけて楽しい夏をお過ごしください。
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《水難事故の発生件数及び死者・行方不明者数》

発生件数（件） 死者・行方不明者数（人）

●キャンプ場などでは指定された区域内で行動し
ましょう。

●夜間の行動は灯火などを準備し十分な明るさを
確保しましょう。

●雑草などが繁茂し、地形が確認できない所には
近づかないようにしましょう。

●単独行動を避け、複数の人数で行動しましょう。

sanagochi
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7月11日金 7/11金～８/11月

（1等３千万円・前後賞各１千万円合わせて）

（1等５億円・前後賞各１億円合わせて）

８/21木

サマージャンボ７億円

サマージャンボミニ5,000万円
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農地パトロール（農地利用状況調査）・遊休農地調査を実施します
　佐那河内村農業委員会では、優良農地を守るため、８月に村内の農地パトロール（利用状況調
査）を実施しています。この調査は、農地法第30条に基づくものです。また、遊休農地調査も同時
に実施しています。農業委員が村内の農地を巡回して、農地を有効に利用しているか調査し、遊休
農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用発生防止に取り組んでいます。違反転用や遊休
農地が確認された場合、管理指導などを行います。農業委員などが農地に立ち入って調査を行う場
合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

農地所有者のみなさまへ

農地の賃借料情報について

農地の適正な管理をお願いします

お問い合わせ ● 産業環境課

デ
ー
タ
提
供
に

つ
い
て

 

 
  
  
  

❶ 田（水稲）の部
締結（公告）された地域名 権利の種類 平 均 額 最 高 額 最 低 額 データ数

佐 那 河 内 村 全 域
基 盤 整 備 地 域 賃 貸 借 8,900 15,000 5,700 7

使 用 貸 借 8

未 整 備 地 域 賃 貸 借 12,200 15,000 7,100 6
使 用 貸 借 4

❷ 畑（普通畑）の部
締結（公告）された地域名 権利の種類 平 均 額 最 高 額 最 低 額 データ数

佐 那 河 内 村 全 域
基 盤 整 備 地 域 賃 貸 借 8,900 12,300 6,200 11

使 用 貸 借 7

未 整 備 地 域 賃 貸 借 8,600 12,000 6,600 6
使 用 貸 借 2

❸ 畑（樹園地）の部
締結（公告）された地域名 権利の種類 平 均 額 最 高 額 最 低 額 データ数

佐那河内村全域 賃 貸 借 15,900 20,000 9,500 17
使 用 貸 借 32

※使用貸借……無償での貸借

　遊休農地・荒廃農地は火事や病害虫の発生、鳥獣害、不法投棄などの原因になり、近隣への悪影
響をおよぼしかねません。
　また、農地法では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権
利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならな
い。」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられています。
　除草、病害虫駆除などの農地の適正な管理をお願いします。

令和４年１月から令和４年12月までに締結（公告）された
賃貸借における賃借料水準（10a当たり）は、以下のとおりとなっています。

1）データ数は、集計に用いた筆数である。ただし、平均額を算出するうえで、例外的に突出した金額設定の貸借分
は除くため、最高額・最低額・データ数のいずれも突出額を除いた数値にしている。

2）貸借料を物納支給（水稲）としている場合は、30㎏当たり5,000円に換算している。
3）金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
4）施設（ハウスなど）の賃借料は含まない。
5）水稲、普通畑、樹園地の基準については、登記地目ではなく、主となる作物で判断している。

農地の賃借料情報について
　令和６年１月から令和６年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10a 当たり）は、
以下のとおりとなっています。
① 田（水稲）の部

締結（公告）された地域名 権 利 の 種 類 平均額 最高額 最低額 データ数

佐那河内村全域
基盤整備地域 賃 貸 借 9,000 13,500 5,600 9

使 用 貸 借 7

未整備地域 賃 貸 借 9,500 14,000 6,600 7
使 用 貸 借 5

② 畑（普通畑）の部
締結（公告）された地域名 権 利 の 種 類 平均額 最高額 最低額 データ数

佐那河内村全域
基盤整備地域 賃 貸 借 9,700 13,000 5,700 7

使 用 貸 借 3

未整備地域 賃 貸 借 12,600 14,000 　　　　　 9,800                   3
使 用 貸 借 6

② 畑（樹園地）の部
締結（公告）された地域名 権 利 の 種 類 平均額 最高額 最低額 データ数

佐那河内村全域 賃 貸 借 11,700 16,000 5,000 22
使 用 貸 借 10

※使用貸借……無償での貸借

１）データ数は、集計に用いた筆数である。ただし、平均額を算出するうえで、例外的に突出した金額設定の貸借分は除くため、
最高額・最低額・データ数のいずれも突出額を除いた数値にしている。

２）賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、JAの概算金単価30㎏当たり9,200円に換算している。
３）金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
４）施設（ハウスなど）の貸借量は含まない。
５）水稲、普通畑、樹園地の基準については、登記地目ではなく、主となる作物で判断している。
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地域おこし協力隊
　いちご塾二期生の定作です。みなさまいかがお
過ごしでしょうか。
　段々と暑くなってきました。これ以上気温が上
がらなければ良いのですが、どうあれ暑さ対策は
欠かさずお過ごしください。
　いちごの出荷が終わり、次作の準備に入ってい
ます。内容としては苗の管理であったり、太陽熱
消毒の準備であったりですが、おおむね去年と同
じ作業なので体感的には幾分やりやすく感じます。
就農前に実際の作業が経験できるのも今年度いっ
ぱいまでになるので、取りこぼしの無いようにし

ていきたいです。
　趣味の石を見に行く予定でしたが、その日に体調を崩して結局行けずじまいになりました。タイ
ミングを見て行こうとは思っているのですが、気温も上がってきているので、暑さがピークを過ぎ
てからでないと少し難しいかなと思っています。
　気づけば今年も後半戦に入ります。繰り返しになりますが、この気温と湿度に負けないようにし
ていきましょう。

お問い合わせ ● 産業環境課

佐那河内村の特産である「すだち」の求人者（受入れ農家）と求職者（労働者）を募集し、
結びつけるマッチング事業を行います。この機会に、ぜひお申し込みください。

すだち収穫作業の
マッチング事業を行います

求人者（受入れ農家）

 

  

※現在の徳島の最低賃金は980円です。

●具体的な勤務日・勤務時間・賃金・勤務内
容などの勤務条件を明確にしてください。

●求人者（受入れ農家）の申込み内容を求職
者に公開し、求職者が求人者（受入れ農
家）を選ぶことになります。

●選ばれた農家は面接を行い、条件が合え
ば雇っていただくことになります。

求職者（労働者）
●作業内容　すだちの収穫
●作業場所　佐那河内村内
●勤務条件　 期間は８月から９月末頃まで

を想定しています。

具体的な勤務日・勤務時間・賃金・勤務
内容などの勤務条件は、受入れ農家によ
り異なります。

【募集期間】9 月12日㈮まで募集しますが、お早めにお申し込みください。
【申込方法】求人者・求職者とも所定の用紙でお申し込みください。用紙は佐那河内村ホームページ
　　　　　　もしくは産業環境課に用意してあります。不明な点など、お気軽にお問い合わせください。
※注意事項この事業によるマッチングは、求人者・求職者の応募状況などにより、すべてのご希望にそえない場合があります。
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佐那河内 史料散策  その22

　明治・大正期、村内では浄瑠璃がたいへん盛んであり、大正２年（1913）にまとめられた『佐那河
内村是』にも「浄瑠璃（義太夫）古来頗ル盛ナリ。今ノ中年以上ノ男子ニシテ一口浄瑠璃ヲ口ニセザル
モノハ稀ナリ」と記されています。現在でも浄瑠璃本を
所蔵されているご家庭が少なくありません。
　 節付けの付された正本には、五行本・六行本・七行本
などがあります。写真の「堀川御所桜」は、『義経記』な
どに題材をとったもので、三段目弁慶上司の段になります。
　ほかに、「道春館之段 玉藻前 三段目」や「菅原伝授手
習鑑」、「賤ヶ嶽七本鑓陣立」など、各種の浄瑠璃本が村
内の何軒かのご家庭に残されています。
　なお、阿波のまちなみ研究会が平成４年（1992）に刊
行した『阿波の農村部舞台』には、佐那河内村内で、府
能・尾境の若宮神社・根郷のミコガミ・嵯峨の天一神社・
寺谷の八王子神社の５か所を「改築・廃絶舞台一覧表」
で取り上げています。『ふるさと佐那河内』では「府能の
常舞台」と「根郷座」が紹介されています。

トレイルカメラを貸し出します
　トレイルカメラとは、動物や人の動きを赤外線センサーで検知し、自動で撮影するカメラのことです。
　シカ、イノシシその他の有害獣による農地への侵入状況及び被害状況の把握を図るため、トレイルカメ
ラの貸し出しを行います。

■ 対象者
　トレイルカメラの貸し出しを受けることができる人は、
村内に住所を有し、かつ、村内に農地を所有する人のうち、
次の各号に掲げるいずれかに該当するものとします。
(1)有害獣により農作物被害を受けた農業者
(2)有害獣により農作物被害を受けるおそれのある農業者
(3)その他村長が必要と認める者

■ 貸出数量　１回の貸し出しにつき３台までです。

■ 期　　間　１週間以内です。

■ 費　　用　貸し出しに係る費用は無料です。

■申込・お問い合わせ　産業環境課
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【必ずご確認を！】戸籍に氏名の「振り仮名（フリガナ）」が記載されます

　令和７年５月26日㈪から、戸籍に氏名のフリガナを記載する
制度がスタートしました。村に本籍がある人には、７月上旬に
氏名のフリガナを確認する通知を発送していますので、通知書
に記載されたフリガナを必ず確認してください。

■フリガナが正しければ…
届出をしなくても、令和８年５月26日以降に通知書に
記載されたフリガナが戸籍にそのまま記載されます。

■フリガナが誤っていたら…
令和８年５月25日までに、必ず届出をお願いします。
マイナポータルを利用したオンラインの届出が便利です！
郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。

お問い合わせ ● 住民税務課

通知は必ず
チェック！

※‌�「戸籍の振り仮名制度」についての詳細については、
以下のホームページをご覧ください。

村HP法務省HP

 
徳島地方法務局
本局庁舎移転の
お知らせ

徳島地方法務局は
令和７年７月22日㈫に
右記の場所に移転します。

【新住所】
〒770-8512
徳島市徳島町２丁目17番地

お問い合わせ ● 徳島地方法務局総務課 電話 622-4171（代表）

移転
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青木典子さん、吉田博文さんが

　　　　人権擁護委員に委嘱されました
　本村の人権擁護委員、
平岡都志子さん、松尾亜
佳理さんの退任に伴い、
令和７年７月１日付けで、
新たに青木典子さん（舟戸）
と吉田博文さん（鯉ノ内）
が法務大臣から人権擁護
委員に委嘱されましたので
お知らせします。
　退任されました平岡都志
子さんは、平成28年７月
から令和７年６月まで３期
９年、松尾亜佳理さんは
令和４年７月から令和７年
６月まで１期３年にわたり

人権擁護委員活動にご尽力いただきました。長
い間お疲れさまでした。
　人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相
談を受けたり、人権思想を広める活動を行うた
め、法務大臣から委嘱され、村では３人の人権
擁護委員が活動をされています。
　いじめ、差別、嫌がらせなど人権に関する問
題でお困りの場合は、ひとりで悩まずご相談く
ださい。

⃝村の人権擁護委員

久米 忠秋さん（一ノ瀬） 	【令和６年７月１日委嘱】

青木 典子さん（舟　戸） 【令和７年７月１日委嘱】

吉田 博文さん（鯉ノ内）	 【令和７年７月１日委嘱】

▲青木 典子さん▲青木 典子さん

▲吉田博文さん▲吉田博文さん

マイナンバーカードおよび電子証明書の更新について
「マイナンバーカード」とマイナンバーカードに搭載されている「電子証明書」にはそれぞれ有効期
限の設定があり、更新手続が必要となります。有効期限の２～３か月前に有効期限通知書が送付され
ますので、通知書が届いた人は、更新の手続きをお願いします。更新は予約制となっていますので住
民税務課までご連絡ください。

マイナンバーカードの更新

⃝‌�マイナンバーカードの更新には申請が必要となります。有効期限通知書に同封の申請書を使っ
て申請、もしくは申請書に記載のQRコードからインターネットで申請をしてください。更新
の手続きが難しい人は住民税務課でお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。

⃝‌�申請の後に交付通知書が届きますので、通知書に記載された必要なものを準備して住民税務
課までお越しください。

電子証明書の更新

⃝‌�有効期限通知書とマイナンバーカードをお持ちになり、住民税務課までお越しください。電
子証明書の更新には、事前に設定されている暗証番号が必要となりますのでご確認ください。

　開庁時間に受け取りが出来ないなどで困っている点やご不明な点がありましたら住民税務課
までご相談ください。

お問い合わせ ● 住民税務課
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【一部負担金の割合の判定方法について】
■１割負担となる人
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合
判定① 住民税課税所得が28万円未満は１割 被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満は１割

判定② 住民税課税所得が28万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円未満」は1割

いずれかの被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ被
保険者全員の「年金収入＋その他合計所得金額」の合計が
320万円未満は１割

■２割負担となる人					   
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判　定 住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円以上」は２割

いずれかの被保険者の住民税課税所得が28万円以上145万円
未満かつ被保険者全員の「年金収入＋その他合計所得金額」
の合計が320万円以上は２割

■３割負担となる人									       
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判　定 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円以上は
３割

いずれかの被保険者の住民税課税所得が145万円以上で年収
の合計が520万円以上は３割

補足① 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円未満の
場合は１割もしくは２割（要申請）

いずれかの被保険者の住民税課税所得が145万円以上で年収
の合計が520万円未満の場合は１割もしくは２割（要申請）

補足②
同一世帯に70歳以上75歳未満の人（後期高齢者医療制度
の被保険者以外）がいる場合，そのみなさんとの総収入の
合計額が520万円未満の場合は１割もしくは２割（要申請）

※同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者の人は、上記の計算に関わらず負担割合は１割となります。
※有効期限内に世帯構成の変更があった場合、自己負担割合が変わる場合があります。

後期高齢者医療制度に加入されている人に「資格確認書」を交付します

　現在、後期高齢者医療制度に加入されている人には、有効期限が「令和７年７月31日」となっている[紫
色］の「後期高齢者医療被保険者証」（以下、被保険者証）または［黄色］の「後期高齢者医療資格確認書」
（以下、資格確認書）を、１人に１枚お渡ししています。
　７月中に、被保険者証の代わりに使用することができる新しい[薄緑色]の資格確認書を、マイナ保険証を
お持ちかどうかに関わらず、後期高齢者医療制度に加入されている人全員に送付します。
　令和７年８月１日から令和８年７月31日までの負担割合（１割、２割または３割）は、令和６年中の収
入や所得に基づき、判定します。
　８月１日以降は、被保険者証や古い資格確認書は使えませんので、受診の際はお間違えのないようご注
意ください。
※昨年度まで送付していたパンフレット「臓器提供の意思表示にご協力ください」は、今年度から市町村
で配布するようになりました。必要な人は、健康福祉課に申し出てください。

※ご確認ください！

新しい資格確認書の有効期限は

令和８年７月31日
になっています。

後 期 高 齢 者 医 療 資 格 確 認 書
有効期限　令和８年７月３１日
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　資格確認書には限度区分を記載できますので、記載を希望される人は、健康福祉課に申請してくだ
さい。
※記載の希望を申請済の人、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（薄紫色の証）もし
くは後期高齢者医療限度額適用認定証（灰色の証）をお持ちの人については、限度区分が記載されて
いる資格確認書をお届けいたします。

※令和７年度の保険料の決定通知書を８月初旬にお送りします。
　令和７年度の保険料が、年金から差し引かれている人は、４月分から８月分までは、仮徴収として
お支払いいただくこととなっています。
　保険料の算定基礎となる前年の所得が確定後、年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
また、年金からの差引きではなく、納付書または口座振替により保険料を納めていただく人についても、
年額保険料のお知らせと納付書をお送りします。	

お問い合わせ ● 健康福祉課

7月28日は世界肝炎デーです!!
「肝炎ウイルス検診を受けて、早期発見・早期治療」

　世界保健機関（WHO）は、世界的なウイルス性肝炎のまん延防止や感染者への差別解消などを目
的として、7月28日を世界肝炎デーと定めています。

▪ウイルス性肝炎ってどんな病気？
　肝炎は、肝臓の細胞が破壊され、肝臓に炎症が起きる病気です。日本では、ウイルス性肝炎が
大半を占め、特にB型・C型肝炎ウイルスは感染者数が250万人以上にのぼる国内最大の感染症と
いわれています。肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、熱や痛みなどの症状はほとんどなく、気づか
ないうちに肝硬変や肝がんに進行することがあります。

▪一生に一度は肝炎ウイルス検診を受けましょう
　早期治療・早期発見のためには検診を受けることが大切です。また、肝炎に感染していても、
早期治療で重症化を防ぐことができます。村では、つぎのとおり検診を実施しています。

　【健診日程】	 がん検診・特定健診日程と同じ
　	 ※広報「令和7年度がん検診および特定健診のお知らせ」をご覧ください。　
　【対 象 者】	 ①令和7年度において満40歳となる村民
	 　（昭和60年4月1日～昭和61年3月31日生まれの人）
	 ②‌�平成14年度から令和6年度までの間に、肝炎ウイルス検査の対象者であって、

受診の機会を逸した村民　
【負 担 金】	 300円（ただし、生活保護受給者の人は無料）
【そ の 他】	‌‌� 受診を希望される人は事前予約が必要ですので、健康福祉課までお申し込みくだ

さい。

お問い合わせ ● 健康福祉課
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お問い合わせ ● 健康福祉課

　⑴　父母が離婚した児童
　⑵　父または母が死亡した児童
　⑶　父または母が政令で定める障がいのある児童
　⑷　父または母は生死不明な児童
　⑸　父または母が１年以上遺棄している児童

受を令命護保VDのらか所判裁が母はたま父　 ⑹　
けた児童

　⑺　父または母が１年以上拘禁されている児童
　⑻　母が婚姻によらないで懐胎した児童

るあで明不が情事のきとたし胎懐を童児が母　 ⑼　
児童

児童扶養手当を
受給しているみなさまへ

現 況 届

対象者

ひとり親を対象とした
お仕事相談

日　時　８月４日㈪ 10：30～12：00
場　所　佐那河内村役場 小会議室２
お問い合わせ
ハローワーク徳島　電話 622-6332

児童扶養手当の額

■児童扶養手当とは

　ひとり親（児童扶養手当
受給者）を対象として、ハ
ローワークが仕事の出張相
談を行います。児童扶養手
当の現況届の提出の際に、
ぜひお越しください。

　児童扶養手当の受給資格者は、毎年８月１日
から８月31日までに現況届を添付書類や証書と
ともに、提出する必要があります。
　対象となる人には７月下旬ごろにお知らせを
送付しますので、手続きをお願いします。この
届出によって手当の受給資格があるかどうかを
審査し、手当額の決定を行います。
　届出がないと、手当を受けることができませ
ん。また、期限を過ぎて提出されますと手当の
支給が遅れる場合がありますので、ご注意くだ
さい。
　現況届を２年間続けて提出されない場合、手
当を受ける資格を失います。
　なお、一部支給停止適用除外事由に該当する
間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部
支給停止適用除外事由届出書を証明書類ととも
に提出してください。

　次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以
後の最初の３月31日までの児童（政令で定める
程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児
童）を監護している母、児童を監護し、生計を
同じくする父または養育者が受給できます。

　なお、公的年金（例えば、老齢年金・障害年
金・遺族年金など）を受けている人（受けるこ
とができるようになった人も含みます。）につ
いては、年金の額に応じて、手当の額の一部が
支給（額に応じてすべて支給停止の場合もあり
ます。）されます。詳しくは、健康福祉課まで
お問い合わせください。
※上記の資格要件にあてはまる人は、健康福祉課まで申請をし
　てください。

　手当の額は、請求者または配偶者および扶養
義務者（同居している請求者の父母兄弟姉妹な
ど）の前年の所得（１月～６月の間に不備のない請
求書を提出される場合は前々年の所得）によって
決まります。
　所得制限限度額以上の所得がある場合は、資
格認定されても手当は支給されません。詳しく
は、健康福祉課までお問い合わせください。

児 童 数
手　　当　　月　　額

全部支給の人 一部支給の人

１人 46,690円 46,680円～11,010円

〈令和７年４月１日現在〉

２人
以上

１人につき
11,030円加算

1人につき
11,020円～5,520円加算
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子宮頸がん検診・乳がん検診のお知らせ
　徳島市内などの医療機関にて検診を実施します。検診希望者は、検診に必要な書類等を送付するた
め、事前に村役場健康福祉課保健衛生係までお申し込みください。

子宮頸がん検診 乳がん検診
対 象 者 20歳以上の村民 40歳以上の村民
負 担 金 1,200円 1,500円

検診医療機関 検診に必要な書類送付時に、検診可能な医療機関名簿を添付します。名簿をご確
認の上、受診してください。

検 診 期 間 令和８年３月末まで
※‌�２年に１回の受診が標準です。（原則として、令和６年度に受診された人は、令和８年度に検診を受けてくださる

ようお願いします。）
お問い合わせ ● 健康福祉課

 

  

お問い合わせ● 健康福祉課

対 象 者 村に住所を有する国民健康保険加入者で40歳～74歳までの人
（ただし、2年に1回の助成となります。前年度に助成された人は対象となりません。） 

期　 間 令和7年7月1日～令和7年12月中旬頃まで
受診場所 協立病院・田岡病院

  負 担 金 3,000円

 
定 　 員 全体で30人

国保脳ドックについて国保脳ドックについて

  

　国保脳ドック事業は、重症化しやすい脳および脳血管疾患の早期発
見と予防を図ることを目的に、脳ドックを受診する被保険者の人へ下記
の内容で助成を行っています。

※受診を希望される人は健康福祉課国保係までお申し込みください。
　脳ドックと特定健診を同時に受診することもできます。同時に受診される場合は、負担金に特定健

診分1,000円がプラスされます。

シニアの皆さん！「介護助手」として活躍しませんか？
「介護助手」とは、介護施設で、「清掃やシーツ交換、話し相手」など身体への負担が比較的少ない「介
護の周辺業務」を担うお仕事です。「短時間勤務」「無資格」「未経験」でもご参加いただけます。
● 対　　象／概ね60歳以上（50代も可）
● 期　　間／雇用開始日から3か月間（施設と相談後、継続雇用あり）
● 時　　給／ 980円から（各施設により賃金は異なります）
● 業務内容／各施設により異なります	
● 募集期間／令和7年7月～ 11月末日まで

参加方法などについては、徳島県社会福祉協議会までお問い合わせください。
電話 625-2040

「介護助手」ホームページ
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令和７年度　がん検診および特定健診のお知らせ
　令和７年度のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、事前予約が必要
です。各検診日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係までお申し込みください。
　ぜひ、この機会に受診してください。

⃝がん検診・特定健診日程および場所（集団健診）
検診日程 検診場所 受付時間

令和７年９月６日㈯
【申し込み期限：８月15日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年10月４日㈯
【申し込み期限：９月12日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年10月20日㈪
【申し込み期限：９月26日㈮】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�子宮がん検診および骨密度検査
は、実施しないのでご注意くだ
さい。

８：30 ～11：00

令和７年11月８日㈯
【申し込み期限：10月10日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年12月25日㈭
【申し込み期限：11月28日㈮】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�頸部・腹部エコー検査は、実施
しないのでご注意ください。

８：30 ～11：00

子宮がん検診は
９：30 ～11：00

※‌�６月から11月までのとくしま未来健康づくり機構で行うがん検診は、各月予約枠15人（先着順）で実施
します。なお、とくしま未来健康づくり機構におけるオプション項目【頸部エコー検査：負担金3,520円・
腹部エコー検査：負担金5,940円】を追加できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

※‌�10月の村内で行うがん検診で、完全予約制、先着20人限定でオプション項目【頸部・腹部エコー検査：
負担金9,460円】ができます。ご希望の人は、お早めにお申し込みください。
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⃝がん検診内容および負担金（集団健診）
検診内容 対象者 負担金

胃がん検診
（バリウム検査）

40歳以上の村民
※令和７年度に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。 500円

肺がん検診 40歳以上の村民
（65歳以上の人は結核検診を含みます） 100円

喀痰検査 肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民 300円

大腸がん検診 40歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス
検査

①‌�令和７年度において満40歳となる村民�  
（昭和60年４月１日～昭和61年３月31日生まれの人）

②‌�平成14年度から令和６年度までの間に、肝炎ウィルス検査の対象者
であって、受診の機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診 50歳以上の村民（男性のみ） 1,000円

骨密度検査 40歳以上の村民 400円

（婦人科検診）
子宮がん検診

20歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、前年度に受診された人は、来年度に検診を受

けていただくようお願いします。
400円

（婦人科検診）
乳がん検診

40歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、前年度に受診された人は、来年度に検診を受

けていただくようお願いします。
1,000円

※生活保護受給者の人は、負担金は無料です。

※‌�12月25日㈭の村内で行う検診では、歯科健診および口腔がん検診も行います。歯科健診および口腔がん
検診の負担金は無料なので、この機会にぜひ受診してください。

※‌�特定健診受診券をお持ちの人は、がん検診と同時実施できます。村集団健診で特定健診を受診した場合
に限り、特定健診のオプション検査として眼底検査・尿蛋白定量検査・推定食塩摂取量測定検査も受診
できます。（加入保険の種類を問わず、村民の人は無料でオプション検査を受診できます）�  
ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

【胃内視鏡検診について】 
　胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）において、令和７年６月１日㈰から令和８年２月28日㈯
まで随時実施します。検診希望者は、検診に必要な書類などを送付するため、事前に健康福祉課保健衛生
係（電話 679-2971）へお申し込みお問い合わせください。

検診内容 対象者 負担金

胃内視鏡検診
50歳以上の村民

※‌�２年に１回の受診となります。前年度に胃内視鏡検診を受診された人は来年度に検診を受
けていただくようお願いします。ご了承ください。

4,100円

お問い合わせ ● 健康福祉課
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夏休みは村の図書館へ行ってみよう♪

令和７年度 第１回人権大学講座を開講しました
　6月25日㈬19時より役場大会議室にて、元NHKアナウンサーで人財支援
コンサルタントの河内理惠さんを講師にお迎えし、今年度第1回人権大学講
座として、「あなたは大丈夫？ハラスメント講座」をテーマにご講演いただ
きました。当日は30人を超えるみなさまの参加があり、会場は満席となり
ました。
　講演では、職場や家庭内など身近な場面で起こりうる様々なハラスメント
について、具体例を交えながら分かりやすく説明していただきました。また、
誰もがハラスメントの被害者にも加害者にもなり得ることや、昭和、平成の

時代に培われた固定観念を見直し、令
和という新しい時代にふさわしい人間
関係の築き方を学ぶ必要性についても
お話がありました。特に「人を財産と
して大切に育てる時代」という視点か
ら、自分の言動を省みることの重要性
が強調され、参加者からは「日頃の言
動を見直す良い機会になった」「部下や
家族との関係にも活かせそう」といっ
た声が寄せられました。参加者一人ひ
とりが人権について考える素晴らしい
時間となりました。

図書館だより

7月号

　この夏休みにたくさんの物語を楽しんだり、日頃の不思議や疑問を図書館の本で解決したりしてみま
せんか。また、工作や実験など、自由研究に役立つ本もあるので、ヒントを集めてみてください。
　借りたい本が見つからないときは、村教育委員会へおたずねください。
　お友達やご家族を誘って、ぜひ村立図書館へお越しください！

★‌�図書コーナーでは、読書感想文の
課題図書が借りられます！小学校
～高等学校の部まで全ての課題図
書をそろえていますので、ご利用
ください。

★‌�本館には、図鑑やシリーズものが
充実しています！
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8月

村民体育館 中央運動公園グラウンド

※印の種目は活動費が必要です。

● 参加される人でスポーツクラブ未加入の人は、事前に事務局で参
加申し込み・スポーツ保険加入の手続きをしてください。

● 日程は変更する場合があります。
● 状況により会場を変更する場合があります。
★サッカースクールは第２土曜日がふるさとづくり納涼夏まつりのためお休みです。詳しくはお問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土
2

3 4 5 6 7 8

1

9

10 11 12 13 14 15 16

17  18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024　 31

卓　　球
19：30～21：00
バトミントン
20：00～22：00※

サッカースクール
17：15～18：15

状況により中止になる
可能性があります。

スポーツ
クラブ
だより

さなごうち

◦佐那河内VC、県総体（中学女子バレーボール）出場決定！
　６月７日・８日・10日に開催された県中学校総合体育中部ブロック大会(県総体予
選)に参加しました。11校が出場する中、上位４
チームに与えられる県総体出場の切符を見事手に
し、発足３年目にして悲願の県総体出場を決めま

した。７月12日から開催される県総体でも自分たちの力を十分発
揮できるよう頑張ります！応援よろしくお願いします！

　佐那河内VCでは部員を大募集しています。中学生女子１、２年生を
対象にバレーボールに興味がある人は体験にお越しください。

練習日時：水曜日 17：30 ～19：30 ／木曜日 19：30 ～21：30
　　　　　土曜日  ９：00 ～12：00
場　　所：村民体育館

お問い合わせ ● さなごうちスポーツクラブ事務局　電話：679-2855

警察官B（男性・女性）採用募集のお知らせ
【受験資格】18歳から36歳までの人
　　　　　　（四年制大学等を卒業または卒業見込みの人を除く） （※年齢は採用日時点）
【受付期間】８月１日㈮～８/26㈫　【第１次試験日】 10月19日㈰
※‌�警察事務職員の募集も実施していますので、詳細が必要な人は徳島県警察本部警務部警務課人事係(088-621-2953)まで、

お問い合わせを。

SNSでの投資・結婚の話は詐欺です！！
SNSで勧誘する「もうけ話」や恋愛感情などを利用した「ロマンス詐欺」が、全国的に発生していますの
で注意してください。不審な電話や通知があれば、すぐ警察にご相談ください。

交通マナーアップ推進県民運動実施中!!
【期間】7月1日㈫〜 7月31日㈭まで
⃝横断歩行者保護など交通マナーの向上⃝全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底⃝自転車安全利用の促進（自転車用ヘルメットの着用促進）

水の事故にご注意を！！ 〜佐那河内小中学校・保育所のみなさんへ〜

これから楽しい夏休みが始まります。川や池の近くで遊ぶ時は必ず保護者の人といっしょに行きましょう。

　パトカーなどで村内を巡回していますのでお気軽にお声をお掛けください。また電話での連絡は、徳島中央警察署（電話088-
624-0110）経由で駐在所に転送されます。※緊急の場合は110番通報をお願いします。［ 駐在所：渡辺　孝 ］

 

駐在所
だより
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共同募金
配分金事業
486,000（１.2%）

共同募金
配分金事業
486,000（１.2%）

助成金支出
180,000
（0.4%）

助成金支出
180,000
（0.4%）

負担金支出
260,990（0.6%）
負担金支出
260,990（0.6%）

その他の活動による支出
628,680（１.5%）
その他の活動による支出
628,680（１.5%）
基本積立資産支出
75,607（0.2%）
基本積立資産支出
75,607（0.2%）

積立資産支出
172,207（0.4%）
積立資産支出
172,207（0.4%）
拠点区分間繰入金支出
554,800（1.3%）
拠点区分間繰入金支出
554,800（1.3%）

歳　入 歳　出

令和６年度 佐那河内村社会福祉協議会 一般会計決算

歳 出歳 出 事業費14,958,174円は次のような事業に使われています。

●心配ごと相談に関する事業
　開設日 第２月曜日（祝日は次の日）
●会食サービス事業（年10回 一人暮らし対象）
●生活福祉資金に関する事業
●年賀状の配布
　小中学生がひとり暮らし高齢者のみなさまへ
　毎年年賀状を送っています。
●高齢者大学
●第11回佐那河内村社会福祉大会
●訪問サービス事業
●配食サービス事業
●熱中症計の貸与
●乳児おむつ助成事業

地域福祉を
推進するための
事業

●紙おむつ支給事業
●単身高齢者訪問事業
●生活困窮者自立支援事業
●障がい者社会参加事業
　障がい者が交流し、創作する楽しみ、
　親睦を深めるために創作教室を実施
●ボランティア推進
●日常生活自立支援事業
●学童保育
　登録児童数 46人
   延べ児童数 7,356人  開設日数262日／年間
●シルバー人材センター事業
　会員への配分金（6,674,356円）

●日時 令和７年７月23日㈬

歳入合計額 41,314,289円 歳出合計額 41,314,289円

令和７年３月末　善意銀行残高 17,251,204円　令和６年度　預託件数 ６件

（単位：円）（単位：円）

経常経費補助金収入
 17,567,746
（42.5%）

経常経費補助金収入
 17,567,746
（42.5%）

受託金収入
 6,658,635
（16.1%）

受託金収入
 6,658,635
（16.1%）

寄附金収入
75,000 （0.2%）
寄附金収入
75,000 （0.2%）

負担金収入
2,447,994

（5.9%）

負担金収入
2,447,994

（5.9%）

その他の収入
44,305 （0.1%）
その他の収入
44,305 （0.1%）

事業運営費収入
7,204,644（17.4%）
事業運営費収入
7,204,644（17.4%）

基金積立資金
取崩収入
554,800

（1.3%）

基金積立資金
取崩収入
554,800

（1.3%）

拠点区分繰入金収入
554,800 （1.3%）
拠点区分繰入金収入
554,800 （1.3%）

前期繰越
 6,181,885
（15.0%）

前期繰越
 6,181,885
（15.0%）

受取利息配当金収入
480（0.1%）
受取利息配当金収入
480（0.1%）

会費収入
24,000（0.1%）
会費収入
24,000（0.1%）

人件費支出
15,626,342
（37.8%）

次期繰越
6,629,335
（16.1%）

事務費支出
1,017,296
（2.5%）

事務費支出
1,017,296
（2.5%）

その他の支出
20,858（0.1%）
その他の支出
20,858（0.1%）

施設整備支出
704,000（1.7%）
施設整備支出
704,000（1.7%）

事業費支出
14,958,174（36.2%）

事業費支出
14,958,174（36.2%）

♪ 献血に使用する器材は全て使い捨てです。
病気などの感染の恐れは全くありません。

♪ より安全な献血のために、受け付け時に確
認できるもの（免許証・保険証など）の提示
をお願いしています。ご理解とご協力をお
願いします。

採血場所 献　血　時　間

佐那河内村役場 12：30～16：00

（400ml献血のみの受け付けとなります）
 

ちゅーちゅーしようっち！

ご協力
ください

献血車がまいります
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６/３㈫  令和7年度佐那河内村老人クラブ連合会
定期総会・芸能発表会

　村民体育館にて、老人クラブ連合会定期総会および芸能発表会を開催し、会員約90人が参加しました。
総会終了後には、徳島平成病院の理学療法士、吉田祐司氏を講師にお迎えし、「食事・運動・睡眠がカギ！
～今日から始める健康長寿習慣～」と題した講演会が開かれました。フレイル予防のポイントや日常生活
の中で取り入れやすい運動について、実演を交えながら分かりやすく教えていただきました。
　また、午後からの芸能発表会では、大正琴、カラオケ、コーラス、日本舞踊、講演と、それぞれ日頃の
練習の成果をステージで披露しました。会場は大きな歓声と拍手につつまれ盛況の内に終了しました。

６/20㈮  友愛訪問員研修会
　農業総合振興センター１階大会議室にて、友愛訪問員研修
会を開催しました。
　研修会には、徳島県老人クラブ連合会より那佐英昭氏を講
師にお招きし、ご講演いただきました。一人暮らし高齢者の
増加・孤立問題やみまもりサービスについて分かりやすく教
えていただきました。
　「友愛訪問員活動」は、老人クラブ連合会が取り組んでいる
高齢者同士による見守り、助け合い活動です。研修会は毎年
開催しています。
　その後、各地区の友愛訪問員が見守りをかねてひとり暮ら
し高齢者宅を訪問し、粗品を配布しました。

社協だより 第
298
号

◦ 藤原　晴彦 様… 金一封
　預託金は、社会福祉のために役立ててくださいと寄せら
れたものです。善意による預託金を活用し、地域社会福祉
事業などの推進のため、有意義に活用させていただきます。
ありがとうございました。

善意銀行だより
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▪空き家と相続の無料個別相談会を開催しました！▪空き家と相続の無料個別相談会を開催しました！
　令和７年６月14日㈯、地域交流拠点「新家」で
第１回空き家と相続の無料個別相談会を開催しまし
た。４組の予約があり、それぞれ専門家に相談を受
けられました。相続に関すること、住んでいない家
の解体や利活用についてなど、何でも構いません。
専門家に無料で相談できる機会はなかなかありませ
んので、ぜひこの機会をご活用ください。

第2回は、令和7年8月23日(土)です。

▪新家でカイロプラクティック▪新家でカイロプラクティック
　地域交流拠点「新家」にて、月１回カイロ
プラクティックを行っています。

【こんなお悩みありませんか？】
▪頭痛・肩こり・腰痛がつらい
▪姿勢・猫背が気になる
▪よく足をくむ・あぐらをかく
▪O脚・X脚が気になる
▪下腹がポッコリ・痩せにくい
▪シミ・シワ・肌荒れが気になる
　etc

【お問い合わせ】
一般財団法人さなごうち事務局
電話 636-4030  FAX.636-4032
E-mail:zaidan-info@mb-sanagochi.foundation

自分の身体を健康
にできるのは自分
自身!!ぜひこの機
会に体験してみま
せんか？
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▪▪新家で村マルシェ開催します!!新家で村マルシェ開催します!!
令和７年８月11日（月・祝）に、

地域交流拠点「新家」にて 
村マルシェを開催します！

　佐那河内 FAN SHOP otete（おてて）と三鷹市
で長く愛された大人気スパイスカレ ー「草の実カ
レー」と初コラボします。徳島ではこの機会でしか
食べられない草の実カレ ー！ 
　otete（おてて）が販売する、すだちスカッシュ、
すだちビール、古代米甘酒もあります！

　村内からは、カトレア、しゃくなげ
などおなじみの出店に加え、
　村のおっさん桑原豆腐店（豆腐・豆
腐ドーナツ）、青家＆Mamatoko（米
粉マフィン）、佐那の里（小物・陶器）
など村マルシェ初出店のお店が続々！
　 今 回 ２ 回 目 の 出 店 と な る あ わ 月
（オーガニック商品）、AKATSUKI 
BASE（陶芸品、らくやきアート）の
楽しいワークショップもありますの
で、ご家族やお友達と佐那河内村の“美
味しい”“楽しい”を満喫しに来ません
か？
　みなさまのご来場を心よりお待ちし
ています！
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読み合い朗読会 「伝えたい村の話」佐那河内村史から

次回の開催

古いけれど新しい感動の本です。ぜひ一緒に読みましょう。

第113回	 ８月４日㈪ 19：30〜20：30
役    場	 多目的スペース
お問い合わせ：鈴木（090-2156-7935）

第112回

⃝‌�先月は学校の歴史を読み合いました。なので御年88歳の生のお
声を届けましょう。昭和18年に小学校に入学。卒業は昭和24
年です。ちょうど戦中戦後を体験した年代です。　

⃝‌�東新町から宮前小学校に通学していた。校庭の半分は芋畑だっ
た。お弁当も茹で芋だった。横取りされたこともあった。通学
に友人たちと、籐（とう）の乳母車に乗りあって行った。坂は手
を離されて怖い目も多々あった。(舗装されていない道をガタガ
タと行き合う情景が浮かびます)　学年は60人で男女に分かれた
クラスだった。そのうち1割は疎開の子だった。佐那河内村から
徳島市内が空襲で赤々としているのを見た。(それは7月4日。徳
島・香川・高知を襲った大空襲でしょう)　生徒が竹やりでの練
習はなかったけれど、各集落で婦人が大きな木の藁人形に向かっ
て突いている姿は見た。カンパンも倉庫に沢山あったのを見た。
学校には縄で編んだゾウリだったけれど、小学5年くらいにゴム
ゾウリになった。雨の日は下駄。メンコ、鬼ごっこ、将棋、陣取

りして遊んだ。終戦後も大人たちはミカンを植えて、その回りに
芋も植えた。田んぼもあって、子どもらも手伝った。赤牛が農
耕をしてくれて、肥料は牛糞と藁と草を発酵させた堆肥。人糞を
八万の人が買いに来た。稲わらは牛の餌にもなった。　

⃝‌�教えて下さった人は、小学2年生の時に、お母さまを肺病で亡く
しています。滋養の為に煮詰めて作った芋飴を食べている姿を
覚えているそうです。　

ツリーベルズ　鈴木　昇・惠子

佐那河内村地域包括支援センターだより 7
月号　地域包括支援センターでは、明るく健やかな生活が続けられるように介護予防教室を

開催しています。楽しく身体と頭を動かして交流を楽しみましょう。みなさまの参加を
お待ちしています。

日　時 教室名 会　場
７月22日㈫	 10：00～13：00 健 康 料 理 教 室 農振センター
８月 １日㈮ 	 13：30～15：00 音 楽 介 護 予 防 教 室 農振センター
８月 ８日㈮	 10：00～11：00 脳若トレーニング教室 農振センター 
８月18日㈪ 	 13：30～15：30 い き い き 体 操 教 室 農振センター

※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。

佐那河内村地域包括支援センター佐那河内村地域包括支援センター
■■ 場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内  場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内 ■■  電話：679－3383電話：679－3383
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月 日 行事名 場　所 時　間 持参物

７
月

16日㈬ ふれあい昼食会 農振センター 11：00～14：00

22日㈫

可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

健康料理教室
対象者：健康づくりに関心のある人

農振センター
１階 大会議室 10：00～12：00 材料費200円、お米1合、エ

プロン、三角巾、マスク

28日㈪ 粗大ゴミ（家電6品目・畳・布団類）
の収集 追上駐車場 15：00～19：00

29日㈫ 可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

８
月

１日㈮ 音楽介護予防教室 農振センター
１階 大会議室 13：30〜15：00 飲み物など

４日㈪ 心配ごと相談・行政相談
人権擁護相談

役場
相談室３ ９：00〜12：00

５日㈫ 可燃ごみ、古紙などの収集 追上駐車場 11：00〜翌11：00

６日㈬ 粗大ゴミ（木製品・プラスチック類・
家電・金属・ガラス陶器など）の収集 追上駐車場 16：00～19：00

７日㈭ 粗大ゴミ（木製品・プラスチック類・
家電・金属・ガラス陶器など）の収集 追上駐車場 8：30～11：00

８日㈮ 脳若トレーニング教室
対象者：65歳以上の人

農振センター
１階 大会議室 10：00〜11：00

12日㈫ 可燃ゴミ、古紙などの収集は業者が休みのため実施しません

13日㈬ 第50回ふるさとづくり納涼夏まつり 中央運動公園 17：00～21：15

住民基本台帳登録数
令和７年６月末現在

［人　口］2,067人	（－８）

［ 男 ］1,008人	（－３）

［ 女 ］1,059人	（－５）

［世帯数］939	 （－１）

 ※（　）前月比

 個人情報に関する内容のため削除しています

人のうごき（敬称略）
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材料（４人分）
木綿豆腐……………… 100g
白玉粉…………………… 60g
豚肉……………………… 80g
玉ねぎ………………… 1/3個
人参……………1/4本（40ｇ）
生しいたけ……… 2枚（20g）
にら……………1〜2本（16g）
だし汁…………………600ml
薄口しょうゆ……… 小さじ２
塩………………………… 少々
おろし生姜……………… 適宜

作り方
①‌�ボウルに豆腐と白玉粉を入れ、耳たぶくらいの
硬さになるように混ぜ（硬いようであれば水を
少し加える）、１人３個になるよう丸め、真中を
凹ませ、茹でておく。

②‌�豚肉は一口大、玉ねぎはくし形に切る。人参は
千切り、しいたけは軸を切り薄切り、にらは 1
㎝長さに切る。

③‌�	鍋にだし汁、玉ねぎ、人参を入れ、一煮立ちし
たら、しいたけと豚肉を入れ、あくを取る。

④‌�	‌調味料とにらと豆腐団子を入れ、沸いたら火を
止める。器に注ぎ、好みでおろし生姜をのせる。

ポイント
白玉に豆腐を加えることで、柔らかく、タンパク質もプラ
スできます。
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http://www.vill.sanagochi.lg.jp　E-mail　kikaku@sanagochi.i-tokushima.jp　　 　　　　　印刷／太陽高速印刷有限会社
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No.No.172  172  豆腐団子入りすまし汁

エネルギー 120kcal タンパク質 　6.6ｇ
脂質 3.2ｇ 炭水化物 15.3ｇ
塩分 0.9ｇ

栄養成分


